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東
京
消
防
庁
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
八
号

東
京
消
防
庁
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
消
防
庁
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
規
則
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
、
対
策
本
部
」
を
削
り
、
同
項
の
表
企
画
調
整
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。安

全
推
進
部

安
全
推
進
課

安
全
技
術
課

第
二
条
第
一
項
の
表
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
対
策
本
部
の
項
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
、
対
策
本
部
」
を
削
り
、
同
項
の
表
企
画
調
整
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

安
全
推
進
部

安
全
推
進
課

一

安
全
施
策
に
関
す
る
こ
と
。

二

安
全
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

三

安
全
に
係
る
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

四

安
全
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

五

部
内
他
の
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

安
全
技
術
課

一

消
防
の
安
全
に
係
る
科
学
技
術
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

火
災
予
防
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号
）
に
基
づ
く
性
能
に
係
る
試

験
等
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

安
全
文
化
等
の
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

四

危
険
物
判
定
試
験
等
に
関
す
る
こ
と
。

五

火
災
に
係
る
物
件
等
の
鑑
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
の
表
総
務
部
の
部
総
務
課
の
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、

第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
表
防
災
部
の
部
防
災
安
全
課
の
項
第
十
号
中
「
（
昭
和
三
十
七
年
東

京
都
条
例
第
六
十
五
号
）
」
を
削
り
、
同
表
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
対
策
本
部

の
項
を
削
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条

削
除

第
十
条
第
一
項
中
「
、
対
策
本
部
に
対
策
本
部
長
を
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
デ
ジ
タ
ル
化
推

進
担
当
課
長
を
」
の
下
に
「
、
安
全
推
進
部
に
安
全
支
援
担
当
課
長
及
び
分
析
鑑
定
担
当
課
長
を
」
を

加
え
、
同
条
中
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
及
び
対
策
本
部
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項

と
し
、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
第
九
項
を
第
八
項
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
の
表
中
「
一
七
、
八
〇
三
人
」
を
「
一
七
、
七
九
八
人
」
に
、
「
一
八
、
二
三
八

人
」
を
「
一
八
、
二
三
三
人
」
に
改
め
る
。
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第
十
三
条
第
三
項
中
「
及
び
対
策
本
部
長
」
を
削
り
、
同
条
中
第
九
項
を
削
り
、
第
十
項
を
第
九
項

と
し
、
第
十
一
項
を
第
十
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
八
号

庁

中

一

般

東
京
都
事
案
決
定
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
甲
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同

条
第
四
号
中
「
又
は
」
を
「
、
室
長
又
は
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中

「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
を
同

条
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

室
長

組
織
規
程
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
室
長
を
い
う
。

第
二
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

室

組
織
規
程
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
供
政
策
連
携
室
を
い
う
。

第
八
条
第
二
項
の
表
中

「
局

長

次
長
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路
監
を
置
く
局
に
あ
つ
て
は
、
局
長
が
あ
ら
か

じ
め
指
定
す
る
次
長
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路
監

次
長
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路
監
を
置
か
な
い
局
に
あ
つ
て
は
、
局
長
が
あ

ら
か
じ
め
指
定
す
る
部
長

」
を

「
局

長

次
長
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路
監
を
置
く
局
に
あ
つ
て
は
、
局
長
が
あ
ら
か

じ
め
指
定
す
る
次
長
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路
監

次
長
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路
監
を
置
か
な
い
局
に
あ
つ
て
は
、
局
長
が
あ

ら
か
じ
め
指
定
す
る
部
長

に

室

長

室
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
部
長

」

改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
の
表
中

「
局

長

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
局
長
の
決
定
の
対
象
と
さ
れ
た

事
案

知

事
」
を

「
局

長

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
局
長
の
決
定
の
対
象
と
さ
れ
た

事
案

知

事

に

室

長

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
室
長
の
決
定
の
対
象
と
さ
れ
た

事
案

局

長
」

改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
の
表
中
「
及
び
次
長
（
事
案
の
性
質
に
応
じ
」
の
下
に
「
室
長
、
」
を
加
え
、
同

表
中

「
局
長
が
決
定
す

る
事
案

次
長
（
事
案
の
性
質
に
応
じ
担
当
局
長
、
技
監
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路

監
を
含
む
。
）
及
び
主
管
に
係
る
部
長

」
を

「
局
長
が
決
定
す

る
事
案

次
長
（
事
案
の
性
質
に
応
じ
担
当
局
長
、
技
監
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路

監
を
含
む
。
）
及
び
主
管
に
係
る
部
長

に

室
長
が
決
定
す

る
事
案

主
管
に
係
る
部
長

」

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
室
長
、
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
表
中

「
局

長

次
長
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路
監
を
置
く
局
に
あ
つ
て
は
、
局
長
が
あ
ら

か
じ
め
指
定
す
る
次
長
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路
監

次
長
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路
監
を
置
か
な
い
局
に
あ
つ
て
は
、
局
長
が

あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
部
長

」
を

「
局

長

次
長
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路
監
を
置
く
局
に
あ
つ
て
は
、
局
長
が
あ
ら

か
じ
め
指
定
す
る
次
長
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路
監
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次
長
、
危
機
管
理
監
又
は
道
路
監
を
置
か
な
い
局
に
あ
つ
て
は
、
局
長
が

あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
部
長

に

室

長

室
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
部
長

」

改
め
る
。

別
表
二
の
項
中
「
局
」
の
下
に
「
及
び
室
」
を
加
え
、
同
表
四
の
項
中
「
局
に
」
を
「
局
及
び
室

に
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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